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第１回「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」の開催 
 

～福祉分野、住宅分野等のより一層の緊密な連携を図ります～ 

 

 

  厚生労働省、国土交通省及び法務省は、住まい支援の関係省庁及び関係団体

で構成する連絡協議会を設置し、第１回を下記のとおり開催します。 

 

この連絡協議会は、生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、

刑務所出所者等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活

の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・

住宅分野等のより一層の緊密な連携を図るため、国土交通省、厚生労働省と法

務省の関係局（局長級）及び各関係団体で情報共有や協議を行うものです。 

※ 平成 28 年度～平成 30 年度において、国土交通省及び厚生労働省の局長級を構成員とし計５回開 

催した「福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会」を発展的に改組するもの。 

 

記 

 

１．開催日時：令和２年３月３日（火）１７：１５～１８：１５ 

 

２．場  所：中央合同庁舎３号館 国土交通省 ４階特別会議室 

（東京都千代田区霞が関２－１－３） 

 

３．議題 

（１）各省の施策の現状・課題等 

（２）各関係団体からの報告 

（３）地方支分部局等のブロック単位での連携体制構築 

 

４．その他 

会議は頭撮りのみ可能とし、議事については非公開とさせていただきます。

なお、配布資料については、後日、厚生労働省・国土交通省・法務省のホーム

ページにて掲載します。 

令和２年２月２６日（水） 

【照会先】社会・援護局 地域福祉課 

生活困窮者自立支援室 

室長補佐 濵島（内線2858） 

係    長 中村（内線2874） 

 （代表）03－5253－1111 

（直通）03－3595－2615 

非公開 

頭撮り可 

（挨拶まで） 



 

【国土交通省へのアクセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２-１-３ 

中央合同庁舎３号館４階特別会議室 

 

＜最寄り駅＞ 

東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線 

                     霞ヶ関駅 Ａ２、Ａ3ａ、Ａ3ｂ出口  

 

東京メトロ有楽町線 

                     桜田門駅 ４番出口 

 

  



住まい支援の連携強化のための連絡協議会開催要綱 
 
１ 趣旨 

住まいは生活の拠点である。そして、その住まいに医療・介護・生活支援等

のサービスを包括的に提供する体制を地域ごとに構築することが生活を支え

るために不可欠である。 

生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等のう

ち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に

係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・住宅分野等の関係者の

より一層の緊密な連携を図るため、厚生労働省、国土交通省及び法務省の関係

部局並びに関係団体による情報共有や協議を行う標記連絡協議会を設置する。 

 

２ 構成 

連絡協議会の構成員は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ構成員を追加す

ることができる。 

一 次に掲げる関係部局職員 

   厚生労働省 子ども家庭局長、社会・援護局長、同局障害保健福祉部長、老健

局長 

 国土交通省 住宅局長 

   法務省   矯正局長、保護局長 

二 以下の団体を代表する役職員 

   全国社会福祉協議会 

一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク 

特定非営利活動法人 日本相談支援専門協会 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

全国児童養護施設協議会 

全国母子寡婦福祉団体協議会 

一般社団法人 全国地域生活定着支援センター協議会 

一般社団法人 全国居住支援法人協議会 

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 

公益社団法人 全日本不動産協会 

更生保護法人 全国更生保護法人連盟 

認定特定非営利活動法人 全国就労支援事業者機構 
 



３ 事務局 

連絡協議会の事務は、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援

室、国土交通省住宅局安心居住推進課、法務省保護局更生保護振興課地域連携・

社会復帰支援室において処理する。 
 
４ その他 

前各号に掲げるもののほか、連絡協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、

構成員の合議において決定する。 


